
資 料 
 

高山市消防団条例の一部を改正する条例の概要について 

 

１．特別報酬等の支給シミュレーション 

 

例１ ５日間連続で出動した場合 

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

出動 出 出 出 出 出 

特別報酬   ○ ○ ○ 

費用弁償 ○ ○ ○ ○ ○ 

支給額 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000 

改正前 費用弁償 1,500円×５日分＝7,500円  合計 7,500円 

改正後 特別報酬 1,500円×３日分＝4,500円 

費用弁償 1,500円×５日分＝7,500円  合計 12,000円 

 

例２ ４日間飛び石で出動した場合 

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

出動 出 出 出  出 

特別報酬   ○  ○ 

費用弁償 ○ ○ ○  ○ 

支給額 1,500 1,500 3,000  3,000 

改正前 費用弁償 1,500円×４日分＝6,000円  合計 6,000円 

改正後 特別報酬 1,500円×２日分＝3,000円 

費用弁償 1,500円×４日分＝6,000円  合計 9,000円 

 

例３ ３日間飛び石で出動した場合 

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

出動 出  出  出 

特別報酬     ○ 

費用弁償 ○  ○  ○ 

支給額 1,500  1,500  3,000 

改正前 費用弁償 1,500円×３日分＝4,500円  合計 4,500円 

改正後 特別手当 1,500円×１日分＝1,500円 

費用弁償 1,500円×３日分＝4,500円  合計 6,000円 
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議第７８号 高山市消防団条例の一部を改正する条例について 

         （岐阜県内の消防団員等の報酬及び費用弁償の状況） 

 

１．報酬について 

４２の消防団の報酬の支給は年報酬のみであり、その支給額は別紙のとおり

である。 

 

２．費用弁償（出動手当）について 

４２の消防団の費用弁償（出動手当）の支給額は、別紙のとおりであり、ま

た３つの水防団（岐阜市、羽島市、木曽川右岸地帯水防事務組合）の出動手当

の支給額は、１，２００円から２，５００円である。 

臨時の費用弁償（出動手当）を支給することを条例で定めているのは、次の

消防団及び水防団である。 

 （１）消防団 

① 岐阜市消防団 

支給額等 市長が必要と認める場合において、１回２，５００円を 

超えない範囲で定める額 

② 中津川市消防団 

支給額等 支給の額、方法等は、市長が別に定める。 

③ 郡上市消防団 

支給額等 その他市長が必要と認めた場合 １回３，０００円 

 

（２）水防団 

① 岐阜市水防団 

支給額等 市長が必要と認める場合において、１回２，５００円を 

超えない範囲で定める額 

② 木曽川右岸地帯水防事務組合 

支給額等 管理者が必要と認める場合 １回２，５００円 
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別 紙 

１回あたりの出動手当 




